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は
じ
め
に
、
埼
管
ネ
ッ
ト
と
し

て
は
、
内
部
情
報
を
把
握
し
て
い

る
管
理
会
社
が
大
規
模
修
繕
工
事

の
受
注
に
は
原
則
反
対
で
す
。
が

小
規
模
マ
ン
シ
ョ
ン
や
そ
の
他
事

情
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
も
あ
り
、

管
理
組
合
が
管
理
会
社
を
活
用
す

る
場
合
、
考
慮
す
べ
き
点
と
し
て

掲
載
し
ま
し
た
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
日
常
の
維
持
管

理
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
は
管
理

会
社
も
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
管

理
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
た
大

規
模
修
繕
も
一
般
的
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

管
理
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
設
計
と
施
工
（
設
計
・
工
事
監

理
だ
け
の
場
合
も
あ
る
）
を
依
頼

し
て
修
繕
を
行
う
方
式
「
管
理
会

社
・
活
用
方
式
」
の
特
徴
や
設
計

事
務
所
な
ど
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

た
設
計
管
理
方
式
と
の
相
違
点
に

つ
い
て
記
し
て
み
ま
し
た
。

⑴　

管
理
会
社
活
用
の
方
式

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を
委
託
し

て
い
る
管
理
会
社
は
、
建
物
の
点

検
や
日
常
修
繕
な
ど
通
常
の
管
理

を
的
確
に
行
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
建
物
の
維
持
管
理
に
加
え
て

管
理
組
合
運
営
や
居
住
者
ま
で
含

め
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
状
況
を
あ

る
程
度
把
握
し
て
お
り
、
ま
た
、

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
仕
組
み
に
も

精
通
し
て
い
る
た
め
、
大
規
模
修

繕
の
よ
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
な

り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
管
理
会

社
の
提
案
や
ア
ド
バ
イ
ス
に
つ
い

て
、
充
分
な
検
討
や
議
論
を
せ

ず
、
全
て
任
せ
っ
き
り
に
し
た
結

果
区
分
所
有
者
の
意
見
や
要
望
が

修
繕
に
反
映
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ

っ
て
し
ま
う
例
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

管
理
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
大
規
模
修
繕
を
進
め
る
「
管
理

納得、安心のできる管理

☆ 総合管理の受託から自主管理の応援まで

☆ 管理組合のニーズに合った管理システム

☆ 木目の細かい対応が出来ます
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＊管理会社活用方式の特徴と留意点を整理すると下表のようになります。

特　　　徴 留　意　点
1、管理を受託しているマンション情
報を豊富に持っている。 2、管理組合
の特徴　 3、建物の特製　 4、過去の
修繕履歴　 5、今回の大規模修繕に至
った経過についても深く理解してお
り、細かな配慮がされやすい。

1管理組合との関係が密接であるため
管理組合としては、管理会社任せにな
り易い。又、客観的なチェックが入り
難い。
管理組合が主体性を発揮できることが
成功の鍵となる。

施工会社に比べて、マンション管理の
仕組みを理解しており、区分所有者の
合意形成や工事中の細かな配慮がされ
易い。

管理会社によって、技術面のばらつき
がある。中小の管理会社は、技術部門
がなく大規模に対しての的確なアドバ
イスに欠くことが多い、管理会社の技
術力についての見極めが重要。

大規模修繕の後も継続して日常管理を
委託していれば大規模修繕後の不具合
に対しても対応してもらい易い。

修繕の企画から設計・施工までの随意
契約となるため、工事内容や金額の妥
当性について第三者のチェックがし難
い。管理組合は、管理会社の業務につ
いて具体的に説明を求め、充分に把握
していることが大切。

設計事務所などをパートナーにする場
合に比べて、有料でのコンサルティン
グの範囲が不明確になり易い。

あらかじめコンサルティングの業務範
囲と費用について協議し、定めておく
ことが必要。

「
管
理
会
社
・
活
用
方
式
に
よ
る
大
規
模
修
繕
」

建
築
施
工
管
理
技
士　

佐
々
木　
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会
社
・
活
用
方
式
」
に
よ
る
場
合

も
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
主
体

は
、
管
理
組
合
」
と
い
う
原
則
を

忘
れ
る
こ
と
な
く
、
管
理
組
合
自

身
が
修
繕
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て

十
分
に
検
討
し
た
上
で
、
意
思
決

定
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

⑵　

設
計
事
務
所
な
ど
を
パ
ー
ト

ナ
ー
と
し
た
場
合
と
異
な
る
点

「
管
理
会
社
・
活
用
方
式
」
に

よ
り
修
繕
を
進
め
て
い
く
場
合
と

一
般
的
な
ス
テ
ッ
プ
で
進
め
る
内

容
と
の
相
違
点
・
留
意
点
を
整
理

す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

1
、
管
理
会
社
に
、
設
計
監
理
か

ら
施
工
ま
で
一
貫
し
て
発
注
す
る

場
合お

互
い
の
信
頼
関
係
の
下
、
随

意
契
約
で
発
注
す
る
訳
で
す
が
、

そ
の
内
容
・
金
額
・
品
質
等
に
つ

い
て
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

①
修
繕
内
容
は
、
必
要
且
つ
十

分
な
も
の
か
、
必
要
以
上
に
グ
レ

ー
ド
が
高
く
な
い
か

②
区
分
所
有
者
の
意
見
や
要
望

を
反
映
し
て
い
る
か

③
工
事
は
設
計
図
・
仕
様
書
ど

お
り
に
施
工
さ
れ
て
い
る
の
か
、

等
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
管
理
組
合
役
員
や
修

繕
委
員
の
負
担
が
大
き
く
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
に
は
全
員
参
加
型

（
責
任
分
担
型
）
の
監
理
方
式
が
一

つ
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

修
繕
委
員
会
メ
ン
バ
ー
に
工
事

監
理
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
あ
げ
て
も

ら
い
、
各
区
分
所
有
者
に
順
番
で

品
質
検
査
を
実
施
し
て
も
ら
う
こ

と
で
、
修
繕
工
事
へ
の
参
加
意
識

の
高
ま
り
が
期
待
で
き
ま
す
。

又
、
設
計
・
施
工
を
一
括
し
て
発

注
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

修
繕
委
員
会
と
し
て
工
事
の
内

容
・
時
期
や
パ
ー
ト
ナ
ー
選
定
に

関
す
る
検
討
の
経
緯
や
最
終
的
に

決
定
し
た
理
由
を
整
理
・
記
録
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2
、
管
理
会
社
に
設
計
監
理
の
み

を
依
頼
す
る
場
合

最
近
は
、
設
計
監
理
の
み
管
理

会
社
に
委
託
し
、
施
工
は
別
途
、

施
工
会
社
は
発
注
す
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
管
理
会
社

の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
能
力
と
ノ
ウ

ハ
ウ
を
大
規
模
修
繕
の
実
施
と
そ

の
後
の
維
持
管
理
に
反
映
さ
せ
る

た
め
の
も
の
で
す
。

こ
の
場
合
、
管
理
会
社
は
施
工

会
社
と
し
て
参
加
し
ま
せ
ん
の

で
、
工
事
の
見
積
書
を
依
頼
す
る

工
事
会
社
は
、
管
理
組
合
が
公

募
し
ま
す
。

施
工
会
社
の
選
定
に
当
た
っ

て
修
繕
委
員
会
は
、
管
理
会
社

や
埼
管
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
専
門

団
体
の
意
見
を
参
考
に
、
理
事

会
で
決
め
ま
す
。

3
、
管
理
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー

に
し
な
い
場
合
の
管
理
会
社
の

活
用管

理
会
社
は
、
日
常
の
管
理

業
務
を
通
じ
て
、
区
分
所
有

者
、
居
住
者
、
理
事
会
等
と
深

く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
従
っ

て
設
計
事
務
所
な
ど
を
パ
ー
ト

ナ
ー
と
す
る
場
合
も
大
規
模
修

繕
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
管

理
会
社
の
活
用
が
有
効
で
す
。

又
、
管
理
会
社
と
の
間
に
業
務

が
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
取

り
決
め
を
し
て
お
い
た
方
が
よ

い
で
し
ょ
う
。

又
、
工
事
を
ス
ム
ー
ズ
に
進

め
る
為
と
安
全
安
心
を
確
保
す

る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分

所
有
者
や
居
住
者
と
の
連
絡
窓

口
・
組
合
広
報
に
よ
る
情
報
提

供
な
ど
は
、
住
民
の
協
力
も
得

ら
れ
易
く
良
い
で
し
ょ
う
。

＊工事発注方式とパートナーへの依頼内容
工事発注
方　　式 パートナー 依頼する内容 特　　徴

建物診断・設計 施工 工事管理

設計監理
方　　式

設計事務所
など 設計事務所など 施工会社 設計事務所

など

［工事の内容や施工会社選定等をじっくり検討するタイプ］
○技術力を持つ設計事務所や管理組合団体、日常管理を委託している管理会社を活用。
○工事内容・金額について施工会社以外の第三者のチェックが入る。
○管理会社を活用するのは、修繕に関して技術面でサポートできる場合に限る。
○監理者責任が明確。
○設計監理費が必要。

管理会社＊ 管理会社 施工会社 管理会社

設計施工
方　　式

施工会社 施工会社
［企画・設計から工事まで修繕を一貫して発注するタイプ］
○管理組合は施工会社のみ選定する。
○施工会社とのやりとりは管理組合が直接行う。
○施工会社によって工事の内容に差が出る。
○工事内容・金額や施工会社選定、工事監理に第三者のチェックが働きにくい。このた
め、修繕委員会などがこれらを区分所有者に説明できるよう十分な検討・整理が必要。

管理会社＊ 管理組合


